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公
共
下
水
道
使
用
料
改
定
の
内
容

シ
リ
ー
ズ 

精
華
町
の
上
下
水
道
⑪

皆
さ
ん
が
日
常
生
活
で
排
出
さ
れ
る
汚
水
の
処

理
を
持
続
的
に
安
定
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な

公
共
下
水
道
使
用
料
を
今
年
の
10
月
１
日
㈫
か

ら
改
定
し
ま
す
。
今
回
は
、
公
共
下
水
道
使
用

料
改
定
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

　
本
町
の
公
共
下
水
道
使
用
料
の
料
金
体
系
の

考
え
方
は
、
汚
水
を
排
出
す
る
全
て
の
方
に
負

担
い
た
だ
く
「
基
本
料
金
」
と
、
使
用
水
量
に

応
じ
て
負
担
が
増
え
て
い
く
「
従
量
料
金
」
の

２
階
建
て
〔
逓て
い
増ぞ
う
型が
た
〕
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
の
公
共
下
水
道
使
用
料
の
料
金
体

系
で
は
、
使
用
水
量
10
㎥
ま
で
を
基
本
料
金
と

し
て
、
一
律
９
０
０
円
（
税
別
）
を
ご
負
担
い

た
だ
い
て
い
ま
し
た
が
、
改
定
後
は
、
基
本
料

金
と
し
て
、
一
律
３
５
０
円
（
税
別
）
を
全
て

の
使
用
者
の
方
に
ご
負
担
い
た
だ
き
、
使
用
水

量
１
㎥
以
上
10
㎥
ま
で
は
従
量
料
金
と
し
て
１

㎥
あ
た
り
90
円
（
税
別
）
の
単
価
設
定
と
し
て

い
ま
す
。

《
計
算
例
１
》 

７
㎥
使
用
の
場
合

　
基
本
料
金
３
５
０
円
＋
従
量
料
金
90
円
×
７

㎥
＝
９
８
０
円
（
税
別
）

　
ま
た
、
改
定
前
の
料
金
体
系
で
は
、
一
般
家

庭
に
お
け
る
使
用
水
量
が
一
番
多
い
11
㎥
か
ら

50
㎥
ま
で
を
同
一
単
価
（
１
㎥
あ
た
り
１
２
０

円
）
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
使
用
水
量
ご
と
に

汚
水
処
理
施
設
へ
の
負
荷
な
ど
を
考
慮
し
て
、

10
㎥
単
位
に
細
分
化
し
た
単
価
設
定
と
す
る
こ

と
で
、
改
定
前
の
料
金
体
系
に
比
べ
て
使
用
水

量
に
応
じ
た
、
よ
り
き
め
細
や
か
な
負
担
と
な

る
よ
う
改
定
し
ま
す
。

《
計
算
例
２
》
25
㎥
使
用
の
場
合

　
基
本
料
金
３
５
０
円
＋
従
量
料
金
90
円
×
10

㎥
＋
１
５
０
円
×
10
㎥
＋
１
６
０
円
×
５
㎥
＝

３
５
５
０
円
（
税
別
）

　使用料改定の内容は、次の表の通りです。　 （税抜）
改定後の使用料 改定前の使用料
使用水量 新単価 使用水量 旧単価

基本料金 0㎥（※1㎥未満） 350円
基本料金 0～ 10㎥まで 900円

従量料金
（１㎥につき）

1～ 10㎥まで 90円
11 ～ 20㎥まで 150円

従量料金
（１㎥につき）

11～ 50㎥まで 120円
21～ 30㎥まで 160円
31 ～ 40㎥まで 170円
41 ～ 50㎥まで 180円
51 ～ 100㎥まで 200円 51 ～ 100㎥まで 140円
101㎥以上 210円 101㎥以上 150円

※ 

上
の
表
で
計
算
し
た
金
額
に
消
費
税
な
ど
を

加
算
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
10
月
１
日
㈫
か
ら
の
使

用
水
量
ご
と
の
公
共
下
水
道
使
用
料
早
見
表

を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　
基
本
料
金
の
３
５
０
円
に
は
、
家
庭
な
ど
に

役
場
が
設
置
し
た
公
共
汚
水
桝
や
、
そ
の
取
付

管
の
交
換
・
維
持
管
理
費
用
や
水
道
メ
ー
タ
ー

検
針
費
用
負
担
分
な
ど
を
含
ん
で
お
り
、
全
て

の
下
水
道
接
続
使
用
者
の
方
に
負
担
い
た
だ
く

も
の
で
す
。

　
今
回
、
下
水
道
使
用
料
改
定
を
行
う
こ
と

で
、
皆
さ
ん
に
は
負
担
増
と
な
り
ま
す
が
、
本

町
の
公
共
下
水
道
事
業
の
健
全
経
営
と
、
住
環

境
の
維
持
・
向
上
の
た
め
、
ご
理
解
を
お
願
い

し
ま
す
。

経
理
営
業
課

94

－

２
０
４
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上
下
水
道
課

95

－
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